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Abstract 

This study aims to clarify the extent to which the concept of “inclusive” has been established within the 

Japanese academic landscape. Internationally, inclusiveness is employed as a cross-cutting principle to 

promote social inclusion across various domains beyond education. In Japan, however, the term has 

historically been understood primarily within the context of special needs education, which may have 

resulted in a relatively narrow conceptual application. To assess the degree of conceptual establishment 

in academic research, this study analyzes peer-reviewed Japanese journal articles published in 2022 and 

2024, corresponding to the periods following the United Nations Committee on the Rights of Persons 

with Disabilities’ evaluations of Japan’s progress in inclusive education. Using network analysis and 

Structural Topic Modeling (STM), this study quantitatively examines shifts in how the concept of 

inclusive is framed and utilized in academic discourse. 

The results indicate that in 2022, discussions tended to focus on abstract debates centered on defining 

and explaining the concept of inclusiveness. In contrast, by 2024, inclusive was more frequently 

employed as a taken-for-granted premise across multiple academic fields, suggesting a broader and 

deeper integration of the concept within Japanese scholarly discourse across multiple academic fields.  

Keywords : inclusive, the establishment of conceptual recognition, structural topic modeling 

１．研究背景 

近年、「インクルーシブ（inclusive）」という言葉

は、教育領域にとどまらず、福祉、医療、観光、都

市デザイン、企業経営、ダイバーシティ政策など、

社会の多様な領域における基本理念として国際的に

定着しつつある。その背景には、障害や文化的属性、

ジェンダー、経済的格差といった個人差を、社会構

造の側が包摂し支えるべきであるという価値転換が

ある。とりわけ欧州を中心とした国際社会では、教

育制度・福祉制度・公共サービスにおいて「誰も排

除しない社会」を標準とする方向性が示されてきた
(1)。特に教育分野では、Warnock Report(2)が「特別

教育的ニーズ（SEN）」を固定的属性ではなく、環境・

制度の側が生み出すニーズとして再定義したことで、
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インクルーシブという考え方が制度設計へと組み込

まれる契機となった。さらに 1994 年のサラマンカ

声明によって、障害の有無や背景の違いにかかわら

ず、すべての子どもが共に学ぶ学校を構築すること

が各国に求める国際規範として位置づけられ、イン

クルーシブ教育はグローバルスタンダードとなった
(3)。 

こうした国際的潮流とは対照的に、日本における

「インクルーシブ」概念の社会的定着は限定的であ

る(4)。日本では「インクルーシブ＝インクルーシブ

教育」という狭義の理解が一般化しており、福祉や

まちづくり、観光、コミュニティ政策といった、ホ

スピタリティ領域での概念活用は十分に進んでいな

い(4)(5)(6)。 

（出所）筆者作成 

図１．教育行政におけるトリレンマ 

加えて筆者らは、日本の教育制度が抱える構造的

課題が、インクルーシブという考え方の浸透を妨げ

ていると考える(7)。その主要因の一つが「学習指導

要領」のあり方である。学習指導要領は全国の学校

が共通して参照する基準として教育内容や方法を詳

細に定めているため、一定の画一的な枠組みを形成

する。一方で、インクルーシブ教育を実現するため

には、学校現場における柔軟な判断やコンテキスト

に応じた調整が不可欠となる。その結果、図 1 に示

す様な、文部科学省が掲げる理念と制度、制度と実

践が円滑に接続しにくい「トリレンマ」構造が生じ

ている(7)（注 1）。 

以上の背景から筆者らは、インクルーシブ教育の

提唱以前に、先ずインクルーシブという概念がそも

そも日本社会において十分に浸透していないのでは

ないかというのが研究の起点となっている。これを

踏まえた上で本論文は、先ずインクルーシブという

語彙に関連する文献サーベイを行い、日本のインク

ルーシブに対する認識の整理を試みる。 

２．先行研究 

２.１インクルーシブ概念に関する先行研究  

「インクルーシブ（inclusive）」という語彙は、

ラテン語の includere（内に閉じ込める・含む）を

語源とし、英語では「包括的な」「包摂する」という

意味をもつ形容詞として定義される（8）。この語が社

会的概念として用いられる場合、個々の違いを排除

するのではなく、社会構造の側が多様性を受け入れ、

参加を妨げる障壁を取り除くことを指すとされる（9）。

先行研究では、インクルーシブ概念は「差異を前提

とした包摂の原理」と整理され、単に弱者を保護す

るための理念ではなく、社会のあり方そのものを再

設計する視座と理解されている(1)。 

教育領域においては、インクルーシブ概念は特に

広く議論されてきた。Warnock Report(2)は、障害児

教育を再定義する中で「特別教育的ニーズ（Special 

Educational Needs/SEN）」という概念を導入し、障

害を子どもの属性ではなく、環境や制度の在り方に

よって顕在化するニーズとして捉える視点を示した。

UNESCO によるサラマンカ声明（3）は、すべての子ど

もが共に学ぶことを基本原理とし、インクルーシブ

教育を各国の教育政策の中心に据えるべき理念とし

て明確化した。このように、インクルーシブという

概念は「教育制度を変革するための理念」であると

同時に、「子どもの権利を保障する国際的規範」とし

て扱われていることがわかる。 

さらに、近年の研究では、インクルーシブ概念は

教育を超えて、福祉、医療、都市計画、観光、ビジ

ネス領域にまで拡張される汎用的な社会概念として

論じられている（10）(11)(12)。これらの研究では、イン

クルーシブを単に特定集団のための特別な支援に留

めるのではなく、社会の制度設計やサービス提供の

基盤として包摂性を組み込むこと自体が目的である

とされる。すなわち、インクルーシブとは「個別支

援の論理」ではなく「社会的包摂の構造」を示す概

念として理解される。 

また、オリジナルの語彙がそのままカタカナ語と

して導入された場合、語感が抽象的であることから

直感的理解が得られにくいという研究もある
(13)(14)(15)。この「語彙の不可視性」は、概念の社会的

浸透を妨げる要因の一つであるとされ、行政文書に

おいても文脈ごとに意味が揺れやすいことが報告さ

れている（16）。 

２.２ 国際的なインクルーシブ教育の形成に関する

先行研究 

インクルーシブ教育の国際的展開としては、主に

1960-70年代の分離教育（segregation）から統合教

育（integration）への転換、そして 1990 年代以降

の統合からインクルージョン（inclusion）へのパラ

ダイムシフトとして捉えることができる(17)。とりわ

けイギリスにおいて 1979 年に公表された Warnock 

Report は、障害児教育に関する包括的な見直しを行

い、それまでの「障害種別分類」に基づく特別教育
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から、「特別教育ニーズ（Special Educational Needs: 

SEN）」というニーズベースの枠組みへの転換を提示

した点で画期的であった(2)。同報告は、SEN 概念を

通じ、教育上の困難を子どもの属性ではなく教育制

度・環境の側の課題として捉え直す契機を提供し、

その後のイギリスの教育制度や国際的な特別支援教

育政策に大きな影響を与えた。 

この Warnock Report の流れを受け、インクルー

シブ教育を国際規範として位置づけた文書として広

く言及されるのが、UNESCO とスペイン政府が主催し

た 1994 年サラマンカ会議における Salamanca 

Statement and Framework for Action on Special 

Needs Education である(3)。同声明は、「すべての子

どもは、可能なかぎり、同じ学校において共に学ぶ

べきである」と明言し、特別支援教育を通常教育シ

ステムの「一体的な構成要素」として組み込むこと

を各国に要請した。さらにサラマンカ声明は、特別

支援教育を教育制度全体の改革と「教育の機会均等」

の文脈に位置づけ、後の Education for All (EFA) 

やミレニアム開発目標（MDGs）との連続性の中で議

論されることとなった。 

一方で、Warnock Reportで示された SENという概

念が曖昧であるという指摘もある。Grahamらは、SEN 

概念が意図的に広く定義されたことにより、実際に

は対象が肥大化し過ぎ、教育現場の負担を増大させ

たと指摘している(18)。特に SEN は、「誰が対象であ

るか」「どの程度の困難を指すのか」といった境界が

不明瞭であるため、行政・学校間で判断基準が大き

く異なり、結果として制度運用に混乱を生む可能性

を示唆している。また Norwichは、SEN の「障害を

環境の問題として捉え直す」という理念は評価でき

るものの、個々の学習困難を「特別なニーズ」の問

題に還元する構造が依然として残り続ける為、結局

は旧来の特別教育の論理を温存していると分析して

いる(19)。Ainscow は、Warnock Report が推奨する

SEN ベースの統合教育「通常学級への配置」を重視

するあまり、学校システムの改革という本質的課題

を後景化させたと批判している(20)。 

そして Slee は、Warnock Report がラベリングを

弱めるために SEN 概念を導入したにもかかわらず、

「特別なニーズ」という表現が逆に子どもの困難を

再カテゴリー化し、新たな排除を生んだと主張して

いる(21)。Sleeは更に、SEN システムが「学校ではな

く子どもを問題とみなす」旧来の構造を温存してい

る点を鋭く批判し、インクルーシブ教育の理念とは

根本的に相容れないと結論付けている(21)。 

以上をまとめると、国際的なインクルーシブ教育

の形成は Warnock Reportを起点として、(A) SEN 概

念導入（Warnock）,(B) インクルージョンの国際規

範化（Salamanca）, (C) 権利としての保障（CRPD）

（注 2）, という段階を経て発展した一方で、(a) SEN

概念の曖昧性, (b) 障害者というラベリングの残存, 

(c) 統合中心という発想のため教育改革への遡求力

が弱い, (d) 理念と実践の乖離, という Warnock

Reportの限界も浮き彫りとなった。

３．リサーチクエスチョン 

先行研究レビューを基に、インクルーシブという

考え方の醸成という視点で本論文のリサーチクエス

チョンを導出する。 

インクルーシブ教育は理念・制度・実践が複雑に

絡み合う中で発展してきた一方で、その過程におい

ては SEN 概念の曖昧性やラベリングの残存、学校改

革への遡及力の弱さといった構造的限界が内包され

ていることがわかった。また、インクルーシブ教育

に関する主な批判は、インクルーシブという語彙そ

のものが多義性とコンテキスト依存性を持つため、

教育を政策として立案し、制度化し実践していく過

程で統一的に理解されにくい概念であるという示唆

が得られる。 

これらの議論は、「インクルーシブ」という概念そ

のものが、国際的にも一義的に固定されたものでは

なく、各国の制度条件や社会的コンテキストに応じ

て解釈が変動しやすい可塑的な概念であることを示

している。とりわけ Warnock Report が示した SEN 

概念の曖昧性や、統合教育中心の発想がインクルー

ジョンの理念的発展を十分に支えきれなかった点は、

概念の多義性を強める要因となっている。 

こうした国際的状況を鑑みれば、インクルーシブ

という語彙が持つ意味内容が、各国でどの程度共有

されているかを検討すること自体に研究上の価値が

あるといえる。さらに日本に目を向ければ、「インク

ルーシブ」は主に教育というコンテキスト、特に特

別支援教育の議論を通じて導入されてきたが、カタ

カナ語として一般社会に提示されたため、語義の抽

象性やコンテキスト依存性から、その概念が社会的

に十分共有されていない可能性が高い。従って、日

本ではインクルーシブ教育の制度設計や実践モデル

を議論する以前に、そもそも「インクルーシブ」と

いう言葉が、社会の中でどの程度浸透し、どの様に

理解されているのかを把握することは重要である（7）。

特に、概念が公共領域に広がる過程では、まず専門

家コミュニティ（研究者・実務家）における概念の

共有、使用範囲が、その後の制度形成や社会的理解

を方向づける重要な基盤となり得る。従って「イン

クルーシブ」という言葉が日本の学術領域において

どの程度定着しているのかを把握することは、制度

的議論や実践の検討に先立つ基礎的な作業である。 

以上の点を踏まえ、本研究では以下に示すリサー

チクエスチョンを設定する。 

RQ：インクルーシブという言葉は、日本の学術領
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域においてどの程度定着しているのか。 

４．分析方法 

前節で導出したリサーチクエスチョンを検証する

にあたり本論文では、学術文献における「インクル

ーシブ」の用例をテキストデータとして体系的に収

集し、当該語彙の出現傾向およびそれが置かれるコ

ンテキスト構造に着目して分析を行う。概念の定着

度を測定するには、単語の出現頻度だけでなく、ど

の語と結びついて用いられているのか、どのような

学術的トピックの中で使用されているのかが重要と

なる。そこで本論文では、（1）語彙同士の共起構造

を可視化する共起ネットワーク分析、および（2）文

書集合全体に潜むテーマ構造を推定する構造的トピ

ックモデル（STM：Structural Topic Model）分析を

組み合わせて検討を行った。 

具体的なプロセスとして、（1）先ず J-STAGE に登

録されている査読論文を対象として、該当論文を機

械学習させる。（2）そこからテキストコーパスを構

築し、形態素解析によって名詞を抽出し、語彙間（語

と語の間）で共起する頻度を算出する。（3）得られ

た結果をネットワーク図として可視化することで、

「インクルーシブ」という言葉がどの語と結びつき

やすいのか、またそのコンテキストの広がりがどの

程度多領域に及んでいるのかについて検討を行う。

本論文では、共起ネットワーク分析を、概念が特定

領域に閉じているのか、それとも多様な研究領域に

拡散しているのかを定量的に捉えるための基礎的分

析として位置づけている。 

さらに、より深いコンテキスト構造を把握するた

めに、構造的トピックモデル（STM）を用いて文書集

合に潜在する複数のトピックを推定した。STM によ

って、各トピックの上位語、文書に占めるトピック

割合（θ）、および「インクルーシブ」が特に強く関

連するトピックを抽出することが可能となる。これ

により、「インクルーシブ」という語が学術領域にお

いてどのような文脈的クラスタの中で用いられてい

るのか、またその使用が単一領域に偏るのか、ある

いは複数領域にまたがっているのかを包括的に評価

することが可能となる。 

４.1ネットワーク分析結果 

日本が 2022 年にインクルーシブ教育に関する国

連勧告を受けた点を重要な政策的節目と捉え、本研

究ではその後の経年変化をみるために 2022 年およ

び 2024年の学術文献を対象とし、「インクルーシブ」

という語の使用状況を共起ネットワーク分析により 

比較検討した。 

図 2は、J-STAGE に 2022年に登録された査読付き

論文を対象に、「インクルーシブ」という語彙を含む

意文献を機械学習によって抽出（212 編）し構築し

た共起ネットワークである。同左図は、当該論文の

中で頻出語上位 10 ワードの関係を示したものであ

り、「課題」「社会」「人」「性」「立場」「制度」「定義」

「者」など、インクルーシブに関する議論の基盤と

なる語彙が密に結びついている。なお同図は、共起

関係の構造を俯瞰的に示すことを目的としたもので

あり、共起頻度の分布や累積相対度数を示すもので

はない。これらはいずれも、インクルーシブ概念の

本来的含意（制度的障壁や社会的排除の構造、当事

者性の認識、多様性の受容）と整合する語彙である。

同図から、2022 年の学術分野において、インクルー

シブという言葉は比較的概念に即したコンテキスト

で用いられていた可能性がわかる。一方、同右図に

示されるインクルーシブを中心とする全語彙の関連

を分析した結果、そのネットワークは、教育、福祉、

医療、社会科学など多くの領域に渡っている。これ

は、インクルーシブという言葉が使用範囲の拡散し

やすい語彙的特徴を併せ持つため、文献によって概

念理解の深度や用法に差異がある可能性を示唆して

いる。 

とりわけ、「理解」「特徴」「一般」など広義の語と

の共起は、インクルーシブが本来の定義（包摂・非

排除を基礎とする社会的理念）を十分に踏まえたう

えで用いられている場合と、用語が雰囲気的・比喩

的に使用されている場合が混在している可能性を示

している。2022 年のネットワーク構造は、インクル

ーシブという語が制度・社会・当事者性といった中

核概念と強く結びつきながらも、同時に多様な領域

へ使用が拡散していることを示している。これは、

日本が同年に国連からインクルーシブ教育に関する

勧告を受け、社会的・政策的関心が高まった時期と

重なるため、概念の使用が広がるとともに、用法の

ばらつきが生じやすい状況にあったと考えられる。

したがって、2022 年時点の学術領域においては、イ

ンクルーシブという語が本来の概念枠組みに沿って

適切に用いられている例が多数見られる一方で、文

脈によっては概念の厳密性が必ずしも保持されてい

ない可能性がある。 

同様に、図 3 は 2024 年に収録された査読付き査

読論文のうち、「インクルーシブ」を含む文献（192

編）を対象に構築した共起ネットワークである。同

左図に示すネットワーク図において、2022年と比較

して語彙の分布が広域化し、当該語彙の使用コンテ

キストが一層多様化していることが特徴的である。

図 2と同様に、図 3も共起関係の構造を俯瞰的に示

すことを目的としたものであり、共起頻度の分布や

累積相対度数を示すものではない。 
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（出所）筆者作成. 

図 2．インクルーシブ関連の査読付き学術論文の共起ネットワーク分析（2022年） 

（出所）筆者作成. 

図 3．インクルーシブ関連の査読付き学術論文の共起ネットワーク分析（2024年） 

また同文献群から、「インクルーシブ」という語自

体が共起ネットワークの主要ノードとして抽出され

ていない。つまり、インクルーシブという語の代わ

りに「対象」「支援」「健康」「社会」「研究」などの

語彙と直接結びつけて論じられる文献が増加してい

る点に着目すれば、インクルーシブという概念が学 

術領域において「既知の前提」として共有されつつ

ある可能性を示している。これは、当該語が単独の

語彙として定義、説明される段階を経て、「インクル

ーシブ教育」「インクルーシブ社会」等の複合語とし

て前提的に用いられる傾向が強まったことを反映し

ているといえる。  
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４.2構造的トピックモデル分析結果 

（出所）筆者作成. 

図 4．インクルーシブ関連の査読付き学術論文の構造的トピックモデル（2022年） 

前述のネットワーク分析は語彙間の共起構造を可

視化するうえで有効であるが、そこから得られる情

報は主に語彙間の表層的な関係に限定される。つま

りネットワーク分析では、どの語と結びついて使用

されているかは示せるものの、文献全体がどのよう

なテーマ構造を持ち、その中で「インクルーシブ」

がどのような位置づけなのかを捉えることはできな

い。本論文のリサーチクエスチョンを検討するため

には、語彙の出現頻度や共起関係だけでなく、イン

クルーシブがどのようなトピック（潜在的テーマ）

の中で使われているかについて把握する必要がある。

そこで本論文では、ネットワーク分析の結果を補完

し、概念の定着状況をより構造的に捉えるために、

構造的トピックモデル（STM）（注 3）による分析を

実施した。STM を用いることで、文献集合に潜む複

数の潜在トピックを推定し、各トピックを特徴づけ

る上位語や、文書内に占めるトピック割合を明らか

にすることが可能となる。 

図 4は、2022年の学術論文に対して STMトピック

分析をした結果で、全体で 5つの主要トピックに分

類された（注 4）。グラフ横軸の「単語確率」は、STM 

における語彙分布パラメータ β（beta）に相当し、

各トピックがどの語彙をどの程度の確率で生成する

かを表す指標である。この確率は、各語の「そのト

ピックらしさ」を表す量であり、値が高い語ほど、

当該トピックの意味的特徴を構成する重要語として 

位置づけられる。上位語の出現パターンから、それ

ぞれのトピックが示すテーマを以下のようにラベリ

ングする。 

Topic 1：特別支援・インクルーシブ教育の制度と

実践 

このトピックは、特別支援教育の制度、障害のあ

る児童生徒への支援、そしてインクルーシブ教育の

実践に関する議論を中心としている。特に「特別」

「障害」といった語が高頻度で出現することから、

文献の多くが障害児教育と密接に関連付けてインク

ルーシブを扱っていることがわかる。 

Topic 2：教育・支援の評価尺度と相関分析 

特定の評価尺度（scm）や測定値を用いた研究を含

み、支援効果の評価、学習成果の測定、相関分析と

いった 量的研究の傾向が強いトピックである。 

Topic 3：発達特性・スティグマと心理社会的支援 

このトピックは、発達障害を含む多様な特性をも

つ個人への心理社会的支援、スティグマ、訪問支援

などを扱う文献によって形成されている。この結果

を基に該当論文を読み直すと、インクルーシブ教育

が 「環境整備」や 「制度」だけでなく、「個人の特

性理解」「スティグマ低減」「家庭・地域支援」 とい

った側面でも議論され始めていたことがわかる。 

Topic 4：社会・空間デザインと利用者操作性 

ここでは、社会的・物理的環境のデザイン、操作

性、空間構成といったテーマが顕著で、教育現場に

限らず 社会全体の「アクセシビリティ」「ユニバー

サルデザイン」のコンテキストが論じられている。

これより、インクルーシブの概念が、教育領域を越

えて「社会的包摂」「社会空間（同じ社会でどの様に

共生していくか）」 へと広がっている兆候が見られ

る。 

Topic 5：災害・難病・避難支援における脆弱性 
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災害時の避難困難者、難病患者への支援、災害弱

者の問題を扱う文献が多く、「インクルーシブ」が災

害支援・防災領域にも適用され、脆弱性にも着目し

ていたことを示している。 

（出所）筆者作成. 

図 5．インクルーシブ関連の査読付き学術論文の構造的トピックモデル(STM)（2024年） 

同様に、図 5は、2024年版の STMトピック分析で

ある。 

Topic 1：言語・学習プロセスに関する基礎研究 

このトピックは、言語習得や学習プロセスを扱う

基礎研究に関連し、学習者の特性、学習内容、学習

環境の構造など、教育の根幹を扱った文脈で形成さ

れている。特に「言語」「学習」が強く現れているこ

とから、英語教育や第二言語習得研究など、学習科

学的、認知的視点での研究 が中心であると解釈でき

る。 

Topic 2：学習活動・体験共有・実践的効果の検討 

学習者の作業経験、活動の共有、実践の効果測定

を扱う文献群によって形成されたトピックである。

「作業」「経験」といった語が示すように、体験学習、

協働学習、アクティブラーニングに近い領域が中心

となっており、学習成果に関する定性的、定量的評

価が議論の中心となっている。 

Topic 3：国際比較・グローバル教育文脈における

議論 

インクルーシブ関連の論文を海外ジャーナル投稿

する傾向が表れている。 

Topic 4：学会活動・研究発表・実践紹介 

学会大会、研究発表、実践報告など、研究活動を

表す語が特徴的である。「健康」が含まれることから、

健康科学系・リハビリテーション系の学会発表との

関連が示唆される。これは、インクルーシブに関連

する議論が複数領域の学会を横断して展開されてい

ることを示しており、学術領域内において概念の広

がりを示すものと解釈できる。 

Topic 5：教員・理科教育・授業実践に関する研究 

このトピックは、理科教育を中心とした授業研究、

教師教育、指導方法に関連している。教員の専門性、

教授法の改善、教材研究など、学校現場と直接結び 

ついた領域が中心である。インクルーシブ教育の実

践に携わる者にとっては、このトピックに代表され

るような事例の積み重ねが重要となってくる。 

Topic 6：社会的課題・健康・調整に関する総合的

議論 

このトピックは、社会的包摂、健康、調整といっ

た、個別の教育領域を超えた横断的テーマで構成さ

れている。このような横断的テーマに、「インクルー

シブ」が上位語として現れている点が特徴的である。 

Topic 7：SSW・役割・支援職の議論 

SSW（スクールソーシャルワーク）を中心とした専

門職、支援職、職務の議論が展開されるトピックで

ある。学校内外の支援者の役割分担、チーム支援体
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制、専門性の確立などが主要テーマとなっている。 

5．インプリケーション 

本論文では、2022 年と 2024 年の学術論文を対象

に構造的トピックモデル（STM）を適用し、「インク

ルーシブ」という言葉が日本の学術領域においてど

のように用いられているかを比較検証した。その結

果、以下に示すインプリケーションが得られた。 

(1) インクルーシブ概念に関する基礎的説明の必要

性が低下

2022年の分析では、「学習」「言語」「存在」「内容」 

など、包括的かつ抽象的な語彙が上位語として出現

し、インクルーシブという語そのものを「説明する」

「定義づける」コンテキストが比較的多く観測され

た。これに対して 2024年の分析では、教育実践（教

育・支援・特別支援・障害）、支援体制（SSW、役割、

職務）、社会・健康・空間設計など、より具体的な語

彙と直接的に共起する構造が強まっていることが観

測された。これは、インクルーシブという言葉が「新

しい概念」として説明されるプロセスを経て、学術

領域では前提知識として扱われつつあることを示す

と考えられる。つまり研究者は「インクルーシブと

は何か」を解説するよりも、「どの領域でどのように

実践するか」という実際的な議論へと軸足が動いて

いると考えられる。 

(2) トピック数の増加が示す概念の多様化

STM の最適トピック数は、機械学習モデルにより

データから自動推定される（注 4）。2022 年は 最適

トピック数が 5 であったのに対し、2024 年では 7

が最適となった。これは研究者側の恣意ではなく、 

「インクルーシブ」を含む文献群の話題構造そのも

のが細分化した（多様化した）ことを意味している。

2022年は、インクルーシブそのものの定義を探る様

な基礎的な探究が成されていたのに対して、2024年

にはより具体的で実践的な領域へと分岐している傾

向が見られた。これは、インクルーシブが日本の学

術領域のさまざまな領域に「横展開」を始めたこと

を示している。 

(3) インクルーシブが「教育分野限定」から「社会

的包摂を扱う横断概念」へ転換

2022年は教育・支援を中心としつつも比較的抽象

的な議論が多かったが、2024年では適用範囲が顕著

に拡大している。これは、インクルーシブが「教育

政策用語」にとどまらず、災害、地域福祉、空間設

計、専門職研究など、多領域で「包摂を実現するた

めのフレームワーク」として用いられ始めた段階に

あることを示している。 

6.結論 

本論文は、日本の学術領域において「インクルー

シブ」という語彙がどの程度定着しているのかを明

らかにすることを目的として、2022 年および 2024

年に公開された関連文献を対象にネットワーク分析

と構造的トピックモデル（STM）分析を行った。その

結果、2022年にはインクルーシブに関する概念説明

や抽象的議論が中心であった一方、2024年には教育

実践、特別支援、福祉専門職、防災、空間設計など、

複数の専門領域においてインクルーシブが前提概念

として扱われ、具体的な課題・対象・手法に結びつ

けて議論されていることが確認された。 

更に、STM による最適トピック数が 2022 年の 5 

から 2024 年には 7 へと増加したことは、インクル

ーシブ概念が学術領域内部で多様化し、適用範囲が

拡張していることを示している。この変化は、イン

クルーシブが単なる教育政策にとどまらず、社会的

包摂をめぐる横断概念として認識されつつあること

を示唆するものであり、本論文のリサーチクエスチ

ョンに対して、一定程度の定着と概念の実装・展開

が進んでいると結論づけられる。 

最後に，本論文とホスピタリティとの関わりにつ

いて一言付け加える。本研究から得られた知見は，

インクルーシブという概念を理想的スローガンとし

て捉えるのではなく，今後、サービス設計・運営の

前提として再考する必要性を示している。今後のホ

スピタリティ・マネジメントにおいて、（国籍、人種

という意味だけではない）多様な利用者を想定した

サービスの在り方や対応を検討していく上で，イン

クルーシブという視点が一層重要になってくると考

えられる。 

7．課題 

本研究は学術文献に限定した分析を行ったが、イ

ンクルーシブ概念の社会的定着を議論するためには、

学術領域だけでは十分とはいえない。特に、日本社

会において「インクルーシブ」という語彙が一般市

民にどのように理解され、どの程度日常語として浸

透しているのかについては、依然として明らかでは

ない。言い換えれば、専門領域内での定着と、社会

一般での概念理解との間にはギャップが存在する可

能性がある。本研究は、学術領域における変容の可

視化という第一歩を示したものであり、今後は学

術・政策・市民社会をつなぐ包括的な調査研究へと

展開する予定である。 
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注 1: インクルーシブ教育は、文部科学省から理

念として教育現場に提示された経緯がある。しかし、

現場の教員は学習指導要領というフレームワークに

基づいて日々の指導を構築するため、抽象度の高い

理念が直接的に導入されても、具体的な指導行為へ

は変換しにくいという構造的問題を抱えている。す

なわち、「理念（インクルーシブ教育）—制度的フレ

ームワーク（学習指導要領）—実践（教育現場）」の

三者が一直線に結びつかず、いずれかを優先すれば

別の側面が犠牲になるというトリレンマが生じてい

る。この不整合こそが、現場の教員に混乱や負担を

もたらす主要因である。 

注 2: CRPD（障害者権利条約）第 24条(2006): イ

ンクルーシブ教育を「権利」として定義し, 加盟国

に制度転換を求める.  

注 3: 構造的トピックモデル（Structural Topic 

Model; STM） は、Roberts et al.（2014）によって

提案された確率的生成モデルであり、 Latent 

Dirichlet Allocation（LDA）を拡張した手法である
(22)。文書に付随するメタデータ（発行年、著者属性、

領域など）をモデルに組み込める点に特徴を持つ。

各文書が複数のトピックから構成されると仮定した

上で、単語ごとの出現確率分布（β）と、文書にお

けるトピック割合（θ）を同時に推定することで、

文書群全体の構造を柔軟に記述することが可能とな

る。LDA（Latent Dirichlet Allocation）に比べ、

メタデータの影響を直接推定できるため、時系列変

化や領域差の分析にも適している。 

注 4: 本研究では，STM の最適トピック数を選定

するにあたり，Held-Out Likelihood，Residuals，

Semantic Coherence，および Lower Bound の 4 指

標を診断プロット（注釈図 1）として算出しリファ

レンスとした。STM においては単一の評価指標に基

づく最適トピック数の決定は困難であるため、複数

指標を総合的に参照する判断が一般的である(22)。K 

の増加に伴い Held-out likelihood および Lower 

bound は概ね単調に改善する一方で、Residuals は 

K=7 以降で増加傾向を示し、過剰なトピック分割の

可能性が観測された。また、Semantic coherence は 

K=7 までに大きく改善し、それ以降の改善幅は限定

的であった。以上を踏まえ、本研究では統計的適合

度とトピックの解釈可能性とのバランスが最も良好

であると判断される K=7 をトピック数として採用

した。 

(出所）筆者作成. 

注釈図: STM最適トピック数の決定方法 
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